
「川越市開発許可等の基準に関する条例第４条第９号」に  

係る指定運用方針（案）  

 

【共通基準】  

１  制度の適用  

川越市開発許可等の基準に関する条例（以下「市条例」とい

う。）第４条第９号で指定できる施設は、流通業務・工業施設と

する。  

また、流通業務・工業施設いずれかで区域指定を行うものと

し、建築物ごとに定められた手続き、予定建築物の用途及び区

域指定要件を満たしているものとする。  

 

２  指定区域に含まない区域  

都市計画法施行令第２９条の９の規定に基づく土地の区域の

ほかに、別紙１の区域が指定しようとする区域に含まれないこ

ととする。  

 

３  指定区域の境界  

指定区域の境界は、原則として地形及び地物とする。ただし、

字界又は筆界を境界とすることもできるものとする。  

 

４  土地利用に関する計画  

区域の申出に際し、当該申出区域に関して別紙２の内容が記

載された「土地利用に関する計画」を策定する。  

 

５  市長が指定する区域  

市条例第４条第９号にある「市長が予定建築物の用途に限り

指定した土地の区域」は、別紙３の基準に基づき指定を行う。  

 

６  指定区域の面積  

川越市開発許可等の基準に関する条例施行規則（以下「規



則」という。）第５条第１項第３号に基づく市長が特に必要が

あると認める場合であって市長が認める面積については、区域

指定に伴い規則で定める用途の建築物の建築が速やかに行われ

ることが確実であると認められる場合、その必要な面積に限る

ものとする。  

 

７  手続き  

（１）  市長は、区域の指定に先立ち、区域内及び区域周辺の

住民を対象に市条例第４条第９号に規定する土地利用に

関する計画の案について、周知等を行うものとする。  

ただし、指定しようとする区域において、指定しよう

とする用途の建築物の建築が速やかに行われることが確

実と認められるものであって、当該区域内に建築物の建

築を行おうとする事業者が周知等を行う場合は、この限

りではない。  

なお、当該事業者は周知等の報告書を市長に提出する

ものとする。  

（２）  市長は、区域及び建築物の用途の指定に先立ち、川越

市都市計画審議会の意見を聴くものとする。ただし、指

定する区域の面積が１ヘクタール以上となる場合には、

「埼玉県土地利用調整要領」に基づき土地利用調整の手

続きを経たうえで行うものとする。  

また、必要に応じて川越市開発審査会の意見を聴くも

のとする。  

（３）  市長は、指定した区域及び建築物の用途について、告

示により周知するものとする。  

 

８  指定済み区域の取扱い  

経済・社会情勢の変化に応じて、適宜、区域指定の見直し

（変更、廃止）を行うものとする。  

  



別紙１  

除外区域  

指定から除外する区域  根拠法令  

農業振興地域内の農用地区域  農業振興地域の整備に関する法律  

甲種・第一種農地  農地法  

都市計画施設の決定区域  都市計画法  

災害危険区域  建築基準法  

地すべり防止区域  地すべり等防止法  

急傾斜地崩壊危険区域  
急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律  

砂防指定地  砂防法  

土砂災害警戒区域  
土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律  

浸水想定区域 注  

家屋倒壊等氾濫想定区域  
水防法  

自然公園特別地域  

自然公園普通地域  

自然公園法  

自然公園条例（埼玉県）  

自然環境保全地域  自然環境保全条例（埼玉県）  

特別緑地保全地区  

緑地保全地区  
都市緑地法  

近郊緑地特別保全地区  

近郊緑地保全地区  
首都圏近郊緑地保全法  

ふるさとの緑の景観地  
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条

例（埼玉県）  

鳥獣保護区  

特別保護地区  

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律  

保安林・保安施設地区  

地域森林計画対象民有林  
森林法  

注：浸水した場合に想定される水深が３メートル以上の区域に限

る。ただし、事前に作成する防災行動計画（マイ・タイムラ



イン）に基づき早期に避難場所への確実な避難が可能である

こと、建築物の居室の高床化により床面の高さが浸水した場

合に想定される水深以上となる居室を設けること及び浸水継

続時間を想定した災害備蓄品を備蓄することにより安全上及

び避難上の対策を講じる場合は、この限りでない。  

  



別紙２  

土地利用に関する計画  

項目  記載すべき内容  

①  区域指定の方針  

・  区域指定の目的  

・  区域設定の考え方  

・  区域指定基準（除外すべき区域等）  

②  上位計画等との整合  

・  川越市総合計画との整合性  

・  都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針との整合性  

・  川越市都市計画マスタープラン等と

の整合性  

・  川越農業振興地域整備計画との整合

性  

・  その他、市条例第４条第９号の土地

の区域に関連する行政計画との整合

性  

③  指定区域の選定  

・  指定する土地の区域概要  

・  土地利用の状況  

・  建築物の状況  

・  農地の確認  

・  指定する土地の区域の境界  

・  区域の面積の考え方  

・  区域を指定する建築物の用途につい

て  

④  公共施設の状況  

・  指定区域及びその周辺区域における

公共施設の状況  

・  区域指定に伴う発生交通量の円滑な

処理に向けた道路等交通施設の検討  

⑤  進行管理計画  
・  区域指定スケジュール  

・  区域指定後の土地利用の管理計画  



⑥  周辺への影響  

・  施設等の立地が周辺の土地利用に与

える影響及びその対策  

・  地域住民を対象とした説明に関する

こと  

  



別紙３  

建築物の用途等及び区域指定の要件  

建築物の用途  （１）流通業務・工業施設  

次のア、イ又はア及びイを併せ有する施設と

する。  

ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第２条第１項に規定する廃棄物の処理の用に供

する建築物のうち、建築基準法第５１条ただし

書許可を受けたもの及び破砕、焼却等の処分の

用に供するものを除く。  

ア  流通業務施設  

流通業務施設とは、建築基準法別表第２ (る ) 

項に掲げる建築物（準工業地域に建築できない

建築物。）以外の建築物のうち、倉庫及び荷さ

ばき場とする。  

イ  工業施設  

工業施設とは、建築基準法別表第２ (る）項

に掲げる建築物（準工業地域に建築できない建

築物。ただし、金属の溶融又は精錬の事業を営

む工場等は含まない。）以外の建築物のうち、

工場とする。  

建築物の高さ   都市計画法第４１条第１項の規定による建築

物の高さ（建築基準法施行令第２条第６号に規

定する高さをいう）は、３１メートル以下とす

る。  

区域指定要件  

①  新たな公

共施設の

整備の必

要が生ず

 

【道路】  

（１）流通業務・工業施設  

次のいずれかの区域とする。  

ア  整備済み（整備が計画されており、開発  



るおそれ

がないと

認められ

ること  

行為の完了時点までに確実に整備される見

込みがあるものを含む。以下同じ。）の標

準幅員１２メートル以上の道路に面し、当

該道路境界から概ね２５０メートル以内の

区域かつ当該道路に６メートル以上接して

いること  

イ  アの道路からの距離が概ね２５０メート

ル以内の区域（ただし、アの道路に接続す

る整備済みの標準幅員９メートル以上（う

ち、歩行可能な幅員が１ .５メートル以上）

の道路に６メートル以上接するものに限

る。）  

ただし、自転車及び歩行者の交通量が著しく

少ない場合で、道路管理者が交通安全上、交通

容量上支障がないと認める場合、「整備済みの

標準幅員１２メートル以上の道路」を「整備済

みの標準幅員９メートル以上（うち、歩行可能

な幅員が１．５メートル以上）の道路」とする

ことができる。  

 

【排水】  

区域内の下水を排出するための次のア又はイ

のいずれかが配置されており、指定区域内の下

水を有効かつ適切に直接排水できること。  

なお、イの排水路のうち、農業用のものにつ

いては、原則として接続先の対象としない（た

だし、農業排水路又は農業用水・排水兼用の水

路で当該水路管理者と流下能力、構造及び水質

の協議が整ったものはこの限りではない。）。  

ア  公共下水道  

イ  流末が河川等に接続している整備済み



（開発行為の完了時点までに確実に整備さ

れる見込みがあるものを含む。）の排水路  

 

【上水】  

区域指定に当たって、水道供給について水道

事業管理者の同意が得られていること。  

②  その他の

区域にお

いて、当

該指定に

係る予定

建築物を

建築する

適当な土

地がない

と認めら

れること  

（１）流通業務・工業施設  

当該市街化区域の工業系用途地域（工業地域

及び工業専用地域）において、８０パーセント

以上の土地が建築物の敷地となっていること。  

 

 

 


